
認証店・非認証店別、応じた要請内容別の支給額

A 21時までの時短営業（酒類の提供は20時まで）

B 20時までの時短営業かつ酒類提供（持込含む）なし

事例
①

全期間
認証店

・全期間21時までの時短営業
（酒類の提供は20時まで）

事例
②

全期間
認証店

・全期間20時までの時短営業かつ酒類提供なし

事例
③

途中から
認証店

・●日まで20時までの時短営業かつ酒類提供
なし、●日から21時までの時短営業
（酒類の提供は20時まで）（注意）

事例
④

途中から
認証店 ・全期間20時までの時短営業かつ酒類提供なし

事例
➄

全期間
非認証店

・全期間20時までの時短営業かつ酒類提供なし

支給額/日

認証店であった期間

非認証店であった期間

2.5万円～
7.5万円

３万円～
10万円

A

B

B

B期間３万円
～10万円

A期間2.5万円
～7.5万円(注意)

B A

B

B ３万円～
10万円

３万円～
10万円

※認証店は当初の選択を変更できないが、やむを得ず変更した場合はAの支給額（2.5万円～7.5万円/日）を全期間で適用

※事例③ 従来の営業時間が21時までの施設については、要請期間中に認証を取得した場合、従来の営業時間に戻すこ
（注意）とや酒類提供も11時～20時まで可能になります。ただし、これらの場合は認証日からの期間（Ａ期間）の支援

金は支給されません。

中小企業 大企業

最大
20万円

●日

●日
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